
秋田労働局 職員採用
Q＆A

よくある質問をQ＆Aで紹介しています。



秋田労働局？

「働く」ということに関する４つのセクションを総合的・一元的に運営しながら、秋田
に密着した労働行政を担うことを目的とした、厚生労働省の地方機関です。

【４つのセクション】

・労働基準セクション ・職業安定セクション

・雇用環境・均等セクション ・人材開発セクション

※組織図はこちら⇒秋田労働局の組織 (mhlw.go.jp)

地域に密着した仕事でやりがいを感じることができる職場です！

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/roudoukyoku/soshiki.html


労働行政に関する専門的な知識は
必要ですか？

• 採用時に特別な知識は必要ありません。

• ただし、労働行政は国民の生活に密着し、国民からの関心も高く、新聞
などに話題が取り上げられることが多いことからも、働くことに関連した事
柄などに幅広く関心を持ってほしいと思います。



自動車運転免許は必要ですか？

• 応募要件として、自動車運転免許の所持は必須ではありません。

• ただ、秋田では、労災事故の現場に行ったり、会社を訪問する場合には
官用車（職場に配置している自動車）を運転することが多々あります。

• ちなみに、官用車（職場に配置している自動車）は全てオートマティック
車です。



採用後の研修制度について教えてください。

• 採用後には、公務員として必要な基礎知識・労働行政職員としての心構
え・行政の課題などを知るための研修、資質の向上を図るための研修を
実施しています。

• 行政経験歴（係員・係長・専門官・課長・幹部など）の節目の時期や、特
定の職務又は役職に就任した段階での研修や、OJTにより効果的な職
務能力の向上を図るための研修を実施しています。

• 全国の仲間が集まる研修に参加しスキルアップすることもできます。



人事異動はありますか？

• 採用後は、秋田県内でおおよそ１～３年の間隔で人事異動があります。

• 秋田労働局・秋田県内の労働基準監督署または労働局・秋田県内のハロー
ワークを異動しながら多くの業務を経験していただきます。

• 令和４年１０月以降、採用された労働局以外（他の都道府県）への定期的な異
動ルールが廃止されました。

• 秋田労働局は秋田市山王にあります。

• 県内の労働基準監督署は、秋田・能代・大館・横手・大曲・本荘の６か所です。

• 県内のハローワークは、秋田・男鹿・能代・大館・鷹巣・大曲・角館・本荘・横手・
湯沢・鹿角の１１か所です。



給与等について教えてください。

• 初任給

労働基準監督官 １８６，９００円

一般職試験（大卒程度） １８５，２００円

一般職試験（高卒程度） １５４，６００円

※採用前の経歴に応じて加算されることがあります。

• 期末手当・勤勉手当（ボーナス）が６月と１２月に支給されます。

• 通勤手当、住宅手当、扶養手当など、各種手当があります。



給料日はいつですか。

• 給料日は毎月１６日です。

（１６日が土曜日の場合はその前日、日曜日の場合は翌日になります。）

（例えば、４月１日付けの採用者は４月１６日が初給料日になります。）

• 期末手当・勤勉手当（ボーナス）は６月３０日と１２月１０日に支給されます。



勤務時間・休暇を教えてください。

• 勤務時間は、原則 ８時３０分から１７時１５分まで（休憩１時間）です。

• 休日は、土曜、日曜、祝日法による休日、年末年始（12/29～1/3）です。

• 年次休暇は、年２０日（４月１日採用の場合、採用日に１５日付与）で、
残った日数は翌年に繰り越されます（最大２０日）。

• そのほか、特別休暇として、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後
休暇などがあります。



通勤方法を教えてください。

• 通勤方法は、公共交通機関、自家用車（自転車を含む）、徒歩、ま
たこれらを組み合わせて通勤してください。

• 自家用車で通勤する場合は、職場で準備している無料駐車場はありま
せんが、多くの職場では職員有志がまとまって職場近くに有料駐車場を
借りていますのでそこを使用することができると思います。

• ちなみに、労働局勤務になった場合はまとまって借りている有料駐車場
が無いので、個々人が探して借りなければいけません。



残業はありますか。

• 繁忙期などに残業することがあります。

• ハローワークでは会社員などの採用や離職が多くなる３月から５月にか
けて繁忙期になります。

• 繁忙期はありますが、ワークライフバランスをとりやすい職場環境です。



仕事にやりがいを感じますか？

• 秋田労働局の仕事は地域密着型で、やりがいがあります！

• 様々な手続きで来られる方や相談に来られる方など、数多くの方が労働
局・労働基準監督署・ハローワークを利用するので、利用する方との距
離がとても近いこともあり、成果が直結することが多く、それらを通して、
やりがいや自分の成長を実感することができます！



採用までの流れを教えてください。
労働基準監督官編

• 労働基準監督官採用試験を受験します。

２０２３年度の案内はこちら↓

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001377842.pdf

労働基準監督官採用試験合格後に秋田労働局の採用試験を受験して
いただきます。

秋田労働局職員採用ページに随時情報を掲載しますので、ご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001377842.pdf


採用までの流れを教えてください。
事務官編

• 国家公務員採用試験に合格し、秋田労働局の内定を受けることが必要です。

• 採用内定までの大まかな流れです。

• 官庁訪問と採用面接は、試験や年度によって実施方法や開始時期が異なります。詳しくは人事院の

「採用情報NAVI」をご覧ください。また、秋田労働局職員採用ページにも随時情報を掲載します。
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